
　子どもが地域とのつながりを持ち，安心して暮らせる

よう，地域の居場所となる学習支援や子ども食堂の活動

を支援します。

学習支援事業 子ども食堂事業

〔実施イメージ〕

　地域の子どもと大人が食

事を調理し，ともに食卓を

囲み，団らんの場を提供し

ます。

対象となる主な経費

　　　〔予算額〕 １地域あたり１５万円×３地域

　地域の小・中学生を対象

に，地域住民や学生ボラン

ティアなどが，個々の学習

レベルに応じた自習形式の

学習支援を行います。
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